
(1) 共通基準

(2) 個別基準
ア

イ
(ア)

一の住所又は事業所、営業所若しくは作業場当たりの表示面積が10平方メートル以内であること。
(イ)

一の住所又は事業所、営業所若しくは作業場当たりの表示面積が20平方メートル以内であること。

条例第３条第６号に規定する高速自動車国道第一東海自動車道及び高速自動車国道第二東海自動車道横浜名
古屋線（いずれもトンネルの区間を除く。）から200メートル以内の区域にあつては、点滅及び回転するもの
並びに交通標識等と混同しやすいものでないこと。

特別規制地域において表示し、又は設置する場合

普通規制地域において表示し、又は設置する場合
一の住所又は事業所、営業所若しくは作業場当たりの表示面積が５平方メートル以内であること。

　３　条例第６条第２項第１号の基準

第１種普通規制地域において表示し、又は設置する場合

第２種普通規制地域において表示し、又は設置する場合


